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税
理
士
無
料
相
談
会

日
時　

６
月
17
日
、
７
月

１
日
、
金
曜
午
後
１
時
～

４
時

場
所　

市
民
相
談
室(

貝

塚
市
役
所
１
階)

予
約
・
問
合
せ
先　

近
畿
税
理
士
会
岸
和
田
支

部
☎
０
７
２
・
４
３
６
・

０
５
６
７

　

行
政
書
士
の
相
続

　

遺
言
無
料
相
談
会

日
時　

６
月
28
日(

火)

午
後

１
時
～
４
時

場
所　

市
民
相
談
室(

貝
塚

市
役
所
１
階)

予
約
・
問
合
せ
先　

大
阪
府

行
政
書
士
会
泉
州
支
部
☎
０

７
２
・
４
５
７
・
９
１
８
６

６
月
は
環
境
月
間

 

地
球
に
や
さ
し
い

 

生
活
を

　

環
境
保
全
の
た
め
に

は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り

の
取
組
み
が
必
要
で

す
。

●
ま
ち
を
美
し
く

・
空
き
カ
ン
、
た
ば
こ
な
ど

の
ポ
イ
捨
て
は
や
め
ま
し
ょ

う・
ペ
ッ
ト
の
フ
ン
は
飼
い
主

が
責
任
を
も
っ
て
後
始
末
を

し
ま
し
ょ
う

・
家
の
ま
わ
り
や
空
き
地
の

美
化
に
努
め
ま
し
ょ
う

●
地
球
温
暖
化
の
防
止

・
夏
期
の
冷
房
は
28
度
を
目

安
に
温
度
設
定
を
行
い
、
軽

装
を
心
が
け
ま
し
ょ
う

・
テ
レ
ビ
、
エ
ア
コ
ン
、
照

明
の
不
要
な
つ
け
っ
ぱ
な
し

は
や
め
ま
し
ょ
う

・
入
浴
は
追
い
だ
き
を
し
な

い
よ
う
間
隔
を
あ
け
ず
に
入

り
、
シ
ャ
ワ
ー
な
ど
は
節
水

を
心
が
け
ま
し
ょ
う

・
冷
蔵
庫
は
季
節
ご
と
に
温

度
調
節
を
し
、
物
を
詰
め
込

み
過
ぎ
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う

●
資
源
を
有
効
活
用
し
、
海

洋
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
を
な

く
そ
う

・
買
物
の
際
は
、
エ
コ
バ
ッ

グ
な
ど
を
持
参
し
、
使
い
捨

て
レ
ジ
袋
の
購
入
は
控
え
ま

し
ょ
う

・
マ
イ
ボ
ト
ル
を
利
用
し

て
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
の

購
入
を
控
え
ま
し
ょ
う

●
空
気
を
き
れ
い
に

・
徒
歩
、
自
転
車
、
公
共
交

通
機
関
を
利
用
し
ま
し
ょ
う

・
車
使
用
時
に
は
急
発
進
、

カ
ラ
ぶ
か
し
、
不
要
な
ア
イ

ド
リ
ン
グ
は
や
め
ま
し
ょ
う

・
野
焼
き
は
や
め
ま
し
ょ
う

(

特
例
を
除
き
法
律
で
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す)

●
水
辺
を
き
れ
い
に

・
食
用
廃
油
は
、
ぼ
ろ
布
な
ど

に
し
み
込
ま
せ
燃
え
る
ご
み
に

出
し
ま
し
ょ
う

・
流
し
や
三
角
コ
ー
ナ
ー
に
水

切
り
袋
を
つ
け
、
細
か
い
く
ず

を
流
さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う・
洗
剤
や
柔
軟
剤
は
適
量
を
使

用
し
ま
し
ょ
う

(

ID
８
８
１
４)

　

環
境
家
計
簿
を

　

つ
け
て
み
ま
せ
ん
か

　

省
エ
ネ
に
取
り
組
み
、
環
境

家
計
簿
で
前
年
同
月
の
電
気
・

ガ
ス
・
水
道
の
使
用
量
と
比
べ

ま
し
ょ
う
。
地
球
温
暖
化
防
止

と
節
電
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
環
境
衛

生
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

(

ID
８
４
０
０)

 

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に
注
意

　

市
で
は
、
光
化
学
ス
モ
ッ
グ

予
報
・
注
意
報
が
発
令
さ
れ
た

場
合
、
学
校
や
保
育
所
な
ど
へ

防
災
行
政
無
線
や
電
話
で
連
絡

し
、
健
康
被
害
の
未
然
防
止
に

努
め
て
い
ま
す
。

　

発
令
情
報
は
、
府
大
気
汚
染

常
時
監
視
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

閲
覧
で
き
ま
す
。

◆
発
令
さ
れ
た
ら

・
自
動
車
の
使
用
を
控
え
ま

し
ょ
う

・
屋
外
で
の
運
動
を
避
け
、
屋

内
へ
入
り
ま
し
ょ
う

・
目
や
の
ど
に
痛
み
を
感
じ
た

ら
、
洗
眼
や
う
が
い
を
し
て
安

静
に
し
ま
し
ょ
う

・
症
状
が
ひ
ど
い
場
合
は
医
師

の
診
察
を
受
け
ま
し
ょ
う

(

ID
１
３
８
３)

問
合
せ
先　

環
境
衛
生
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
１
８
６

　

日
曜
法
律
相
談

日
時　

６
月
26
日(

日)

午
前
10

時
～
午
後
１
時

予
約　

６
月
14
日(

火)

午
前
８

時
45
分
～
電
話
で

場
所
・
予
約
・
問
合
せ
先　

市
民
相
談
室(

貝
塚
市
役
所
１

階)

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７

０
８
５

　

空
き
家
無
料
相
談
会

　

空
き
家
相
談
の
専
門
家
で
あ

る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
空
き
家
コ
ン

シ
ェ
ル
ジ
ュ
の
担
当
者
が
対
応

し
ま
す
。

 

空
き
家
を
お
持
ち
の
か
た
や

空
き
家
予
防
を
お
考
え
の
か
た

な
ど
、
ど
ん
な
こ
と
で
も
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　

６
月
28
日(

火)

午
後
１

時
～
４
時(

１
組
30
分
程
度)

場
所　

市
役
所
５
階
相
談
室
兼

会
議
室

定
員　

４
組(

定
員
に
な

り
次
第
締
切)

費
用　

無
料

予
約
・
問
合
せ
先 

ま
ち

づ
く
り
課
☎
０
７
２
・
４

３
３
・
７
２
１
４　

行
政
相
談
員
の
紹
介

　

行
政
相
談
員
は
、
総
務

大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
た

か
た
で
、
国
の
行
政
活
動

全
般
に
関
す
る
苦
情
や
相

談
を
受
け
、
相
談
者
へ
の

助
言
や
関
係
機
関
に
対
す

る
改
善
の
申
入
れ
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

相
談
日
時　

第
３
水
曜

(

祝
日
の
場
合
は
翌
日)

、

午
後
２
時
～
４
時

場
所　

市
民
相
談
室(

貝

塚
市
役
所
１
階)

行
政
相
談
員(

敬
称
略)

　

龍
神
和
夫
、
武
輪
小
百
合

問
合
せ
先 

広
報
交
流
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７

２
３
２

問合せ先日　　　　時 日　　　　時

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

午前８時45分～午後５時15分

第３水曜午後２時～４時
(祝日は翌日)

午前11時～午後５時

相　　談 問合せ先

午前10時～正午
午後１時～４時30分
☎433-7190(相談専用)

就労相談

消費者相談

医療相談

場　所場　所

市民相談室

市民相談室

消費生活
センター

就労支援センター

ひと・ふれあいセンター☎422-7523

広報交流課
☎433-7232

子ども
福祉課

相　　談

一般相談

法律相談

行政相談

生活困窮者
自立支援相談

総合生活相談

人権相談

家庭児童相談

進路選択支援相談
(奨学金など)

母子・父子相談

市民相談室

☎433-7085

☎433-7086

子ども福祉課

①医療福祉相談(要予約)

②各種医療相談(要予約)

・がん・医療看護・女性専門

・薬事・栄養・医療安全・禁煙

上記の時間などは、申込時にご確認

ください。

③認定看護師による総合看護相談

平日午前９時～正午(予約不要)

★土･日･祝日は休み。相談は無料です 市代表番号☎072－423－2151

午前９時～午後５時15分

午前９時～午後５時15分

多重債務相談
毎週火曜(要予約)

午前10時・午後１時・３時

人権擁護委員による相談は、午後１時～４時
第１・３金曜：岸和田市立男女共同参画センター
第４水曜：貝塚市役所人権政策課

ハート交流館☎432-5959

貝塚病院

☎422-5865(代表)

第２・４月曜(要予約)
午後１時～４時

予約時に決定女性相談

月・水・木曜
午前９時15分～午後４時45分

☎0120-222-674
教育相談

教育相談室
☎433-7110

教育研究
センター

人権政策課

人権政策課
☎433-7160

☎433-7160

☎433-7021

☎433-7022

人権政策課

第１～４木曜、午後１時～４時
30分[要予約。２週間前から受
付]

日曜特設一般相談は毎月第１・３日曜に予約制で実施しています。【問合せ先】市民相談室☎072－433－7085

問合せ先　貝塚警察署☎072－431－1234　

　大麻を始めとした違法薬物の売買にＳＮＳが悪用されていま
す！
大麻に対する「危険性･有害性はない」といった情報は誤りです！

ＳＮＳの怪しい誘いに、軽い気持ちで返信すると
◆捕まる！
違法　大麻を所持することは、大麻取締法により５年以下の懲役
(営利目的の場合は７年以下の懲役、情状により200万円以下の罰
金を追加)と規定されています。
◆薬物依存！
有害　大麻の成分であるＴＨＣ(テトラヒドロカンナビノール)は、
脳内の記憶を司る海馬に影響し、不安やパニックなどの神経疾患
を発症させるリスクを上昇させるなど中枢神経に影響を及ぼしま
す。
◆家族や人間関係の崩壊！
危険　大麻の使用は、覚醒剤やコカインなど、他の薬物乱用に繋
がる危険性が高まります。違法薬物の使用がきっかけとなり、事
件･事故を起こす場合もあるなど、社会や周りの人々にも重大な影
響を与えます。

違法薬物の乱用防止

NO

怪しい誘いを見つけたときは
安易に返信せずに相談窓口に連絡ください！

　　　　　　
警察相談窓口　＃９１１０

ID番号の利用方法：市ホームページのトップページにある「広報かいづか」のバナーから出てくるID検索に番号を入れると該当ページを表示します


